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全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
�

藤
田
�
之
・
広
島
市
議
会
議
長
）

は
こ
の
ほ
ど
、
平
成
１９
年
１２
月
３１

日
現
在
の
「
市
議
会
議
員
定
数
に

関
す
る
調
査
結
果
」
を
ま
と
め

た
。
調
査
対
象
は
全
国
８
０
６
市

（
東
京
２３
区
を
含
む
）。

調
査
結
果
に
よ
る
と
、
全
国
８

０
６
市
の
議
会
に
所
属
す
る
議
員

の
実
数
は
２
万
２
１
８
３
人
。
１

市
当
た
り
の
平
均
議
員
数
は
２７
・

５
人
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
結

果
を
前
年
の
調
査
結
果
と
比
較
す

る
と
、
市
数
は
４
市
増
だ
が
議
員

実
数
は
２
４
２
５
人
の
減
。
１
市

当
た
り
の
平
均
議
員
数
は
、
３
・

２
人
の
減
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。

次
に
、
市
議
会
議
員
の
定
数
の

状
況
を
み
て
み
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
本
会
の
調
査
で
は
、
特
例
的

な
取
り
扱
い
を
排
し
、
本
来
の
姿

に
近
い
議
員
定
数
の
実
態
を
把
握

す
る
た
め
、
「
合
併
特
例
法
を
適

用
し
て
い
な
い
市
」
を
対
象
と
し

て
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
対
象
と

な
る
の
は
７
３
７
市
。

７
３
７
市
の
う
ち
、
議
員
定
数

を
自
治
法
第
９１
条
に
よ
る
法
定
上

限
数
未
満
と
し
た
団
体
は
、
５
９

５
市
（
７
３
７
市
の
う
ち
８０
・
７

％
）
�
表
�
。
ま
た
、
法
定
上
限

数
を
議
員
定
数
と
し
て
い
る
団
体

は
１
４
２
市
（
１９
・
３
％
）
と
な

っ
て
い
る
。
な
お
、
昨
年
の
調
査

で
は
５
１
１
市
（
対
象
６
３
０
市

の
う
ち
８１
・
１
％
）
の
団
体
が
法

定
上
限
数
未
満
で
あ
っ
た
。

次
に
「
表
�
」
を
み
て
み
る
。

こ
の
デ
ー
タ
は
、
法
定
上
限
数
未

満
の
５
９
５
市
に
つ
い
て
、
法
定

上
限
数
の
各
区
分
で
何
人
減
員
し

て
い
る
か
取
り
ま
と
め
た
も
の
。

こ
れ
に
よ
る
と
全
国
で
４
０
３
５

人
減
、
１
市
当
た
り
平
均
６
・
８

人
減
と
な
っ
て
い
る
。

（
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
８
月

８
日
付
で
全
市
へ
送
付
済
）

増
田
寛
也
・
総
務
相
は
８
月
１５

日
、
平
成
２０
年
度
普
通
交
付
税
大

綱
を
閣
議
報
告
し
た
。
交
付
税
総

額
は
、
対
前
年
度
比
１
・
３
％
増

の
１４
兆
４
８
１
６
億
円
。
特
に
財

政
の
厳
し
い
地
域
へ
重
点
的
に
配

分
さ
れ
る
「
地
方
再
生
対
策
費
」

が
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
３
年

ぶ
り
の
増
額
と
な
っ
た
。

地
方
再
生
対
策
費
は
、
昨
年
１２

月
の
与
党
税
制
改
正
大
綱
で
示
さ

れ
た
地
方
税
の
偏
在
是
正
方
針
に

伴
い
、
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
創

設
さ
れ
た
「
地
方
法
人
特
別
税
」

を
財
源
と
す
る
制
度
。
今
回
の
大

綱
で
は
、
道
府
県
分
が
１
５
０
４

億
２
９
０
０
万
円
、
市
町
村
分
が

２
５
０
３
億
７
９
０
０
万
円
、
計

４
０
０
８
億
８
０
０
万
円
と
算
定

さ
れ
、
道
府
県
よ
り
も
市
町
村
に

対
し
手
厚
く
配
分
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
大
綱
で
は
、
道
路
特

定
財
源
の
暫
定
税
率
が
１
カ
月
失

効
し
た
こ
と
に
よ
る
減
収
（
６
５

６
億
円
）
を
反
映
し
、
基
準
財
政

収
入
額
が
４
１
９
億
円
減
額
に
な

っ
て
い
る
と
指
摘
。
減
収
分
に
つ

い
て
は
、
国
の
責
任
で
適
切
に
財

源
措
置
を
講
じ
る
方
針
が
改
め
て

示
さ
れ
た
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）
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税税
１１
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３３
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増増

総
務
省
が
大
綱
ま
と
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る

全
国
８
０
６
市
議
会
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に
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会
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定
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め
る

【表�】法定上限数別に見た市議会議員定数の減員状況（調査対象：「５９５市」）
合 計
１８５
１，２０３
２０６
１，４８８
１０６
７３２
３５
１８７
３７
２２７
１５
１１５
３
２３
４
２４
１
１２
１
１３
２
１１
５９５
４，０３５

１７人
１
１７

０
１
１７

０

０

０

０

０

０

０

０
２
３４

１６人
２
３２

０

０

０

０
１
１６

０

０

０

０

０
３
４８

１５人

０
２
３０

０

０

０

０

０

０

０

０

０
２
３０

１４人
１
１４
４
５６
５
７０

０
１
１４

０

０

０

０

０

０
１１
１５４

１３人

０
２
２６
３
３９

０

０

０

０

０

０
１
１３

０
６
７８

１２人
４
４８
１７
２０４
４
４８
２
２４
１
１２
１
１２

０

０
１
１２

０

０
３０
３６０

１１人
７
７７
１
１１

０

０

０
１
１１

０

０

０

０

０
９
９９

１０人
２６
２６０
２６
２６０
１８
１８０
２
２０
８
８０
２
２０
１
１０

０

０

０

０
８３
８３０

９人
７
６３
１１
９９
２
１８
１
９

０

０
１
９
２
１８

０

０

０
２４
２１６

８人
３３
２６４
３８
３０４
１２
９６
５
４０
１
８
２
１６

０

０

０

０

０
９１
７２８

７人
８
５６
６
４２
４
２８
１
７
１
７

０

０

０

０

０
１
７
２１
１４７

６人
２２
１３２
４９
２９４
１８
１０８
６
３６
１１
６６
５
３０

０

０

０

０

０
１１１
６６６

５人
１０
５０
３
１５
１
５
２
１０
１
５

０

０

０

０

０

０
１７
８５

４人
３０
１２０
２５
１００
２４
９６
４
１６
５
２０
２
８
１
４

０

０

０
１
４
９２
３６８

３人
５
１５
４
１２
１
３
１
３
１
３

０

０
２
６

０

０

０
１４
４２

２人
２６
５２
１７
３４
１１
２２
１１
２２
５
１０
１
２

０

０

０

０

０
７１
１４２

１人
３
３
１
１
２
２

０
２
２

０

０

０

０

０

０
８
８

減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数
減員市数
減員数

２６人

３０人

３４人

３８人

４６人

５６人

６４人

７２人

８０人

８８人

９６人

総計

【表�】法定上限数別に見た市議会議員定数の状況（調査対象：「７３７市」）
減員市率

（ｂ）／（ｃ）

（％）

８０．１
７８．９
７８．５
８５．４
９２．５
９３．８
６０．０
１００．０
１００．０
１００．０
１００．０
（％）

８０．７

減員率

（Ｈ）／（Ｆ）

（％）

２０．０
１９．０
１５．９
１２．０
１２．３
１２．８
７．２
８．３
１５．０
１４．８
５．７
（％）

１７．０

減員数
合 計

（Ｆ）－（Ｇ）
（Ｈ）

（人）

１，２０３
１，４８８
７３２
１８７
２２７
１１５
２３
２４
１２
１３
１１
（人）

４，０３５

条例定数
合計

（Ｂ）＋（Ｄ）
（Ｇ）

（人）

４，８０３
６，３４２
３，８５８
１，３７１
１，６１３
７８１
２９７
２６４
６８
７５
１８１
（人）

１９，６５３

法定上限数
合計

（Ａ）＋（Ｃ）
（Ｆ）

（人）

６，００６
７，８３０
４，５９０
１，５５８
１，８４０
８９６
３２０
２８８
８０
８８
１９２
（人）

２３，６８８

市数
合計

（ａ）＋（ｂ）
（ｃ）

（市）

２３１
２６１
１３５
４１
４０
１６
５
４
１
１
２
（市）

７３７

法定上限数未満を議員定数としている市

減員数
（Ｃ）－（Ｄ）
（Ｅ）

（人）

１，２０３
１，４８８
７３２
１８７
２２７
１１５
２３
２４
１２
１３
１１
（人）

４，０３５

条例定数

（Ｄ）

（人）

３，６０７
４，６９２
２，８７２
１，１４３
１，４７５
７２５
１６９
２６４
６８
７５
１８１
（人）

１５，２７１

法定上限数

（Ｃ）

（人）

４，８１０
６，１８０
３，６０４
１，３３０
１，７０２
８４０
１９２
２８８
８０
８８
１９２
（人）

１９，３０６

市数

（ｂ）

（市）

１８５
２０６
１０６
３５
３７
１５
３
４
１
１
２
（市）

５９５

法定上限数を議員定数としている市

条例定数

（Ｂ）

（人）

１，１９６
１，６５０
９８６
２２８
１３８
５６
１２８
０
０
０
０

（人）

４，３８２

法定上限数

（Ａ）

（人）

１１９６
１６５０
９８６
２２８
１３８
５６
１２８
０
０
０
０
（人）

４，３８２

市数

（ａ）

（市）

４６
５５
２９
６
３
１
２
０
０
０
０
（市）

１４２

区分

法定上限数

２６人
３０人
３４人
３８人
４６人
５６人
６４人
７２人
８０人
８８人
９６人

合計
１９年・７３７市

（１） 平成２０年８月２５日 第１６９８号
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人
口
２５
万
人
以
上
の
都
市
８９
団

体
が
加
盟
す
る
都
市
行
政
問
題
研

究
会
（
会
長
�
多
賀
谷
俊
史
・
大

阪
市
会
議
長
）
は
８
月
１８
日
、
東

京
・
全
国
都
市
会
館
で
第
８８
回
総

会
を
開
き
、
平
成
２０
・
２１
年
度
の

調
査
研
究
テ
ー
マ
を
「
都
市
に
お

け
る
エ
コ
対
策
」
に
決
定
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
同
研
究
会
で
は
、

「
都
市
に
お
け
る
エ
コ
対
策
」
を

テ
ー
マ
に
約
２
年
間
の
調
査
研
究

を
行
い
、
報
告
書
を
取
り
ま
と
め

る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
テ
ー
マ
は
、
全
加
盟
市
の
議

長
を
対
象
に
実
施
し
た
テ
ー
マ
案

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
基
づ

き
、
調
査
幹
事
会
で
検
討
の
う
え

先
の
役
員
会
で
取
り
ま
と
め
、
今

回
の
総
会
に
提
案
さ
れ
て
い
た
も

の
。ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
時
の
提
案
理

由
は
、
「
地
球
環
境
問
題
が
今
、

世
界
規
模
で
議
論
さ
れ
、
北
海
道

洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、

重
要
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
地
球
環
境
問
題

の
一
翼
を
担
う
べ
く
『
都

市
に
お
け
る
エ
コ
対
策
』

を
様
々
な
角
度
か
ら
調
査

研
究
し
て
み
て
は
ど
う

か
」
と
し
て
い
た
。

今
後
の
調
査
研
究
の
進
め
方
に

つ
い
て
は
、
総
会
、
役
員
会
、
調

査
幹
事
会
で
検
討
を
重
ね
る
と
と

も
に
、
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め

の
モ
デ
ル
都
市
の
現
地
調
査
や
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
の
事
業
を
展

開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

当
日
は
ま
た
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
で
あ
り
、
環
境
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

で
も
あ
る
崎
田
裕
子
氏
が
「
協
働

に
よ
る
環
境
ま
ち
づ
く
り
」
を
テ

ー
マ
に
講
演
を
行
っ
た
。

人
事
院
は
８
月
１１
日
、
国
家
公

務
員
の
一
般
職
給
与
と
勤
務
時
間

の
改
定
に
つ
い
て
、
国
会
と
内
閣

へ
勧
告
し
た
。
勧
告
の
柱
は
▽
一

般
職
員
の
勤
務
時
間
を
１
日
当
た

り
１５
分
短
縮
▽
医
師
と
歯
科
医
の

初
任
給
調
整
手
当
の
引
き
上
げ
―

―
な
ど
。

な
お
、
公
務
員
の
「
月
例
給
」

に
つ
い
て
は
民
間
給
与
と
の
格
差

が
極
小
の
た
め
、
同
じ
く
「
期
末

・
勤
勉
手
当
（
ボ
ー
ナ
ス
）
」
に

つ
い
て
は
民
間
の
支
給
状
況
と
均

衡
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
改

定
を
見
送
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
の
勧
告
実
施
に
あ
た
り
人
事

院
は
、
「
公
務
員
給
与
と
民
間
給

与
の
実
態
」
「
民
間
企
業
の
所
定

労
働
時
間
」
に
関
す
る
調
査
を
実

施
。
調
査
結
果
を
ま
と
め
、
国
会

と
内
閣
へ
勧
告
と
併
せ
、
報
告
し

て
い
る
。

公
務
員
と
民
間
の
給
与
調
査
の

う
ち
、
月
例
給
に
つ
い
て
は
本
年

４
月
支
給
分
、
ボ
ー
ナ
ス
に
つ
い

て
は
昨
年
８
月
か
ら
本
年
７
月
ま

で
の
支
給
分
を
調
査
し
た
。
民
間

に
つ
い
て
は
「
事
業
所
規
模
５０
人

以
上
」
を
対
象
に
、
事
業
所
規
模

段
階
ご
と
の
区
分
に
応
じ
調
査
対

象
を
無
作
為
抽
出
。
全
国
約
１
万

１
０
０
０
事
業
所
に
実
施
し
た
。

こ
の
結
果
、
月
額
の
民
間
給
与

は
３８
万
７
６
４
２
円
。
公
務
員
給

与
は
３８
万
７
５
０
６
円
で
、
民
間

よ
り
１
３
６
円
（
０
・
０４
％
）
下

回
っ
た
。
一
方
、
民
間
の
ボ
ー
ナ

ス
は
、
公
務
員
の
年
間
支
給
月
数

の
４
・
５０
月
分
に
相
当
す
る
結
果

と
な
り
、
お
お
む
ね
均
衡
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
た
、
人
事
院
で
は

平
成
１６
年
か
ら
民
間
企

業
に
つ
い
て
、
就
業
規

則
等
で
定
め
ら
れ
た
労

働
時
間
か
ら
休
憩
時
間
を
差
し
引

い
た
「
所
定
労
働
時
間
」
に
つ
い

て
調
査
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、

民
間
企
業
で
は
１
日
当
た
り
の
所

定
労
働
時
間
が
、
調
査
開
始
当
初

か
ら
本
年
６
月
中
旬
の
時
点
ま
で
、

安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
５
年
平
均
の
所
定
労

働
時
間
は
７
時
間
４４
分
。

そ
こ
で
、
人
事
院
で
は
調
査
結

果
に
基
づ
き
２１
年
度
か
ら
、
勤
務

時
間
を
民
間
企
業
の
実
態
と
合
わ

せ
、
１
日
７
時
間
４５
分
と
す
る
よ

う
勧
告
し
た
。
こ
の
勧
告
が
実
現

す
れ
ば
公
務
員
の
時
短
は
、
４
年

５
月
の
完
全
週
休
２
日
制
導
入
以

来
の
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
時

短
は
超
勤
手
当
の
単
価
引
き
上
げ

に
つ
な
が
る
だ
け
に
、
実
際
に
改

定
さ
れ
る
か
は
微
妙
な
情
勢
だ
。

第第４４回回 地地域域医医療療政政策策セセミミナナーー
１０月９日 東京・都市センターホテルで
全国自治体病院経営都市議会協議会は、自治体病院経営
の健全化のための活動に資することを目的に、下記の日程
で「地域医療政策セミナー」を開催します。
開催通知は８月１２日付けで、協議会加盟市・組合宛てに
送付しております。

記

◆開催日時：平成２０年１０月９日（木） １３：００～１６：４０
◆開催場所：都市センターホテル３階「コスモスホール」

（東京都千代田区平河町２－４－１）
◆講演内容：
１．「安心と希望の医療確保ビジョン」（仮題）
厚生労働省医政局総務課長 深田 修 氏

２．「地域医療の再生」
城西大学経営学部マネジメント総合学科准教授

伊関友伸 氏
◆参加対象：全国自治体病院経営都市議会協議会の加盟

市議会・組合議会の正副議長、議員、議会
事務局職員、病院関連事務局職員等
※未加盟団体の方もご参加いただけます

◆定 員：３５０人程度
◆参 加 費：無料（協議会加盟市以外は１人２，０００円）
◆申 込 み：送付済の参加申込書にて

（未加盟団体の方は本会へお問い合わせください）
◆申込期限：９月１９日（金）定員になり次第受付終了
◆問 合 せ：全国市議会議長会

担当：政務第二部 三沢・伊藤
ＴＥＬ０３―３２６２―５２３６ ＦＡＸ０３―３２６３―５７５１

２０・２１年度

「「
都都
市市
にに
おお
けけ
るる
エエ
ココ
対対
策策
」」

調
査
研
究
テ
ー
マ
決
定
―
都
市
研
総
会

一一
般般
職職
のの
給給
与与
改改
定定
見見
送送
りり

人事院

１１
日日
７７
時時
間間
４４５５
分分
勤勤
務務
をを
勧勧
告告

あ
い
さ
つ
す
る
多
賀
谷
会
長
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１
�
地
方
財
政
の
展
望

平
成
２０
年
度
政
府
予
算
は
、
財

政
健
全
化
の
中
で
地
方
再
生
へ
の

重
点
化
が
行
わ
れ
、
地
方
交
付
税

及
び
一
般
財
源
の
総
額
が
増
額
確

保
さ
れ
た
。

一
方
、
景
気
減
速
に
伴
っ
て
１９

年
度
の
地
方
税
収
入
見
込
額
は
、

地
方
財
政
計
画
額
か
ら
約
８
４
０

０
億
円
の
減
収
が
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
地
方
交
付
税
の
原
資
と

な
る
国
税
収
入
に
お
い
て
も
、
１９

年
度
決
算
概
要
で
約
１
兆
５
３
０

０
億
円
（
法
人
税
・
消
費
税
）
の

減
収
と
な
る
。
こ
れ
に
伴
い
約
５

０
０
０
億
円
強
を
交
付
税
か
ら
返

す
こ
と
と
な
り
、
１９
年
度
の
地
方

税
収
の
発
射
台
が
約
８
４
０
０
億

円
落
ち
込
む
。

地
方
財
政
を
取
り
巻
く
情
勢
が

厳
し
さ
を
増
す
中
、
ど
の
よ
う
に

地
方
交
付
税
総
額
を
確
保
し
て
い

く
か
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

「
骨
太
の
方
針
２
０
０
８
」
で

示
さ
れ
た
地
域
活
性
化
支
援
策
を

確
実
に
実
施
し
、
地
方
税
、
地
方

交
付
税
等
の
一
般
財
源
の
総
額
の

確
保
と
地
域
間
の
財
政
力
格
差
に

対
応
す
る
た
め
、
昨
年
に
引
き
続

き
、
交
付
税
を
財
政
の
厳
し
い
地

域
に
重
点
的
に
配
分
し
た
い
。

ま
た
、
道
路
特
定
財
源
の
一
般

財
源
化
で
は
、
閣
議
決
定
の
内
容

に
沿
っ
た
地
方
財
政
措
置
が
行
わ

れ
る
よ
う
折
衝
に
臨
み
た
い
。

２
�
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会

地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
が

今
年
５
月
に
ま
と
め
た
第
一
次
勧

告
で
は
、
「
当
面
、
国
と
地
方
の

税
源
配
分
に
つ
い
て
、
地
方
か
ら

主
張
さ
れ
て
い
る
５
対
５
を
念
頭

に
お
く
こ
と
が
現
実
的
な
選
択

肢
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
地
域
間
の
財
政
力

格
差
の
縮
小
を
図
る
観
点
か
ら
、

地
方
交
付
税
の
制
度
改
革
を
含
め

財
政
調
整
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
、

同
委
員
会
で
の
議
論
が
、
今
後
の

地
方
財
政
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
。

３
�
財
政
健
全
化
法

昨
年
の
通
常
国
会
で
「
地
方
公

共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す

る
法
律
」
が
成
立
し
た
。

指
標
の
公
表
は
１９
年
度
決
算
か

ら
、
財
政
健
全
化
計
画
の
策
定
の

義
務
付
け
等
は
２０
年
度
決
算
か
ら

適
用
さ
れ
る
。

実
質
赤
字
比
率
、
連
結
実
質
赤

字
比
率
、
実
質
公
債
費
比
率
、
将

来
負
担
比
率
が
一
定
程
度
悪
化
し

た
団
体
は
、
議
会
の
議
決
を
経
た

上
で
、
財
政
健
全
化
計
画
を
作
成

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。

特
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
し

て
は
、
将
来
負
担
比
率
を
導
入

し
、
標
準
評
価
方
式
に
よ
り
、
地

方
公
共
団
体
に
よ
る
損
失
補
償
の

状
況
が
判
定
さ
れ
る
。

「
骨
太
の
方
針
２
０
０
８
」
で

は
、
中
規
模
企
業
や
第
三
セ
ク
タ

ー
の
事
業
再
生
に
向
け
た
改
革
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

４
�
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構

地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
の

設
立
に
際
し
、
全
都
道
府
県
、
市

区
町
村
か
ら
出
資
の
応
募
が
あ

り
、
ほ
と
ん
ど
の
団
体
は
出
資
の

払
い
込
み
が
完
了
し
た
。
機
構
は

８
月
１
日
に
設
立
し
、
１０
月
１
日

か
ら
業
務
が
開
始
さ
れ
る
。

１
�
地
方
税
収
入
の
動
向

平
成
２０
年
度
地
方
財
政
計
画
額

で
は
、
税
源
移
譲
に
伴
い
約
４０
兆

円
を
超
え
る
地
方
税
収
入
が
見
込

ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
１９
年
度
決

算
見
込
額
で
は
景
気
の
減
速
に
よ

り
約
８
４
０
０
億
円
の
税
収
減
と

な
る
な
ど
、
今
後
の
税
収
動
向
は

予
断
を
許
さ
な
い
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
今
後

の
税
制
の
抜
本
改
革
の
議
論
の
中

で
▽
地
方
が
担
う
べ
き
事
務
と
責

任
に
見
合
っ
た
税
源
配
分
の
実
現

▽
偏
在
度
の
小
さ
い
地
方
税
体
系

の
構
築
―
―
な
ど
、
地
方
税
の
充

実
強
化
に
向
け
て
努
力
す
る
。

２
�
今
後
の
税
制
改
革
の
方
向

２０
年
度
税
制
改
正
で
は
、
地
域

間
の
財
政
力
格
差
が
大
き
な
焦
点

と
な
っ
た
。

偏
在
性
が
小
さ
く
税
収
が
安
定

的
な
地
方
税
体
系
を
構
築
す
る
こ

と
を
基
本
に
改
革
を
進
め
る
方
針

が
閣
議
決
定
さ
れ
、
消
費
税
を
含

む
税
体
系
の
抜
本
改
革
が
行
わ
れ

る
ま
で
の
間
の
暫
定
措
置
と
し

て
、法
人
事
業
税
を
一
部
分
離
し
、

地
方
法
人
特
別
税
及
び
地
方
法
人

特
別
譲
与
税
が
創
設
さ
れ
た
。

今
後
、
地
方
で
は
社
会
保
障
関

係
費
の
大
幅
な
増
加
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
か
ら
も
、
偏
在
性
の
小
さ

い
地
方
消
費
税
な
ど
、
地
方
税
財

源
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

３
�
住
民
税
に
お
け
る
寄
附
金
税

制
の
拡
充

２０
年
度
税
制
改
正
で
は
、
住
民

税
に
お
け
る
寄
附
金
税
制
の
大
幅

な
拡
充
が
図
ら
れ
、
控
除
さ
れ
る

寄
附
金
の
対
象
範
囲
は
、
都
道
府

県
・
市
区
町
村
が
条
例
で
定
め
る

こ
と
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
向
け
の

寄
附
金
は
、
「
ふ
る
さ
と
納
税
」

の
議
論
を
引
き
継
ぎ
、
個
人
住
民

税
の
所
得
割
の
１
割
を
限
度
と
し

全
額
控
除
さ
れ
る
。

４
�
個
人
住
民
税
に
お
け
る
公
的

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
の
導

入
２０
年
度
税
制
改
正
で
は
、
個
人

住
民
税
に
お
け
る
公
的
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
制
度
が
導
入
さ
れ
、

２１
年
１０
月
の
年
金
支
給
分
か
ら
個

人
住
民
税
の
徴
収
が
始
ま
る
。

対
象
と
な
る
の
は
年
金
受
給
者

の
２
割
程
度
と
見
込
ま
れ
て
お

り
、
制
度
導
入
に
伴
い
納
税
者
の

税
負
担
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

５
�
地
方
税
の
電
子
化
に
よ
る
徴

収
体
制
の
強
化

納
税
者
の
納
税
コ
ス
ト
の
最
小

化
、
地
方
税
の
税
務
事
務
の
効
率

化
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
等

を
図
る
た
め
、
現
在
、
地
方
税
の

電
子
化
を
進
め
て
い
る
。

地
方
税
の
徴
収
強
化
と
税
務
行

政
の
省
力
化
を
図
る
た
め
、
電
子

化
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

６
�
道
路
特
定
財
源

５
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
２１
年

度
か
ら
の
道
路
特
定
財
源
の
一
般

財
源
化
に
つ
い
て
は
様
々
な
課
題

が
あ
る
が
、
道
路
整
備
は
不
足
し

て
い
る
と
い
う
の
が
地
方
の
実
感

で
あ
り
、
各
団
体
の
意
見
を
踏
ま

え
、
現
在
地
方
に
措
置
さ
れ
て
い

る
地
方
道
路
整
備
財
源
の
全
額
を

確
保
し
て
い
き
た
い
。

（
要
約
・
地
方
財
政
委
員
会
担
当
）

７
月
中
旬
以
降
に
開
か
れ
た
本
会
の
各
委
員
会
で
の
講
演
要
旨
を

今
号
か
ら
順
次
、
掲
載
し
ま
す
。

地
方
税
制
の
現
状
と
課
題

総
務
省
自
治
税
務
局
市
町
村
税
課
長

原

田

淳

志

氏

地
方
財
政
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

総
務
省
自
治
財
政
局
財
政
課
長

平

嶋

彰

英

氏

本会

各各
委委
員員
会会
でで
のの
講講
演演
要要
旨旨
�１�

地
方
財
政
委
員
会
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トトピピッッ
ククスス

現
在
、
テ
レ
ビ
番
組
へ
の
字
幕

付
与
は
、
総
務
省
（
旧
郵
政
省
）

の
作
成
し
た
指
針
や
予
算
的
な
補

助
に
よ
っ
て
急
速
に
普
及
し
、
字

幕
付
与
が
可
能
な
番
組
の
多
く
に

字
幕
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
国
内
で
上
映
さ
れ
る
映

画
の
う
ち
、
洋
画
に
つ
い
て
は
日

本
語
字
幕
が
付
け
ら
れ
て
い
る

が
、
邦
画
は
特
別
な
も
の
を
除
い

て
字
幕
が
な
い
。
そ
の
た
め
聴
覚

障
害
者
は
、
邦
画
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
な
い
現
状
に
あ
る
。

平
成
１８
年
６
月
に
採
択
さ
れ
た

「
国
連
障
害
者
の
権
利
条
約
」
で

は
、
映
画
や
テ
レ
ビ
な
ど
の
視
聴

が
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い

る
。
聴
覚
障
害
者
が
文
化
的
な
生

活
を
営
む
う
え
で
、
邦
画
へ
の
字

幕
付
与
は
欠
か
せ
な
い
。

聴
覚
障
害
者
が
映
画
を
楽
し
む

た
め
に
は
、
せ
り
ふ
だ
け
で
な

く
、
電
話
の
呼
び
出
し
音
、
動
物

の
鳴
き
声
や
車
の
警
笛
な
ど
と
い

っ
た
、
画
面
に
現
れ
な
い
音
声
情

報
の
文
字
視
覚
化
も
望
ま
れ
る
。

そ
こ
で
意
見
書
で
は
、
情
報
バ

リ
ア
フ
リ
ー
化
の
観
点
か
ら
、
字

幕
付
与
に
つ
い
て
▽
邦
画
や
日
本

語
映
像
ソ
フ
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
へ
の

義
務
付
け
▽
一
定
の
規
格
・
規
定

を
定
め
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

―
―
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

全
国
市
議
会
議
長
会
は
こ
の
ほ
ど
、
各
市
議
会
か
ら
任
意
に
提
供
さ
れ
た
意
見
書
・
決
議
を
も
と
に
、

６
月
定
例
会
を
中
心
に
議
決
し
た
意
見
書
・
決
議
の
状
況
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
（
下
）で
は
、

情
報
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
一
環
と
し
て
、
聴
覚
障
害
者
が
映
画
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
邦
画
へ
の

字
幕
付
与
を
求
め
る
も
の
が
最
多
と
な
っ
て
い
る
。

▼
議
長

▽
甲
府

中
込
孝
文（
６
・
１８
）

▽
海
南

出
口
茂
治（
６
・
１８
）

▽
練
馬
し
ば
ざ
き
幹
男（
６
・
２０
）

▽
市
原

今
井
定
勝（
６
・
２３
）

▽
徳
島

隅
倉
純
爾（
６
・
２３
）

▽
三
島

八
木
三
雄（
６
・
２４
）

▽
周
南

福
田
文
治（
６
・
２４
）

▽
山
梨

野
澤
重
幹（
６
・
２５
）

▼
副
議
長

▽
羽
咋

新
田
義
昭（
６
・
１６
）

▽
甲
府

清
水

保（
６
・
１８
）

▽
海
南

前
山
進
一（
６
・
１８
）

▽
立
川

堀

憲
一（
６
・
１９
）

▽
呉

山
本
良
二（
６
・
１９
）

▽
練
馬

田
代
孝
海（
６
・
２０
）

▽
結
城

須
藤
一
夫（
６
・
２３
）

▽
足
利

黒
川
貫
男（
６
・
２３
）

▽
市
原

菊
地
洋
己（
６
・
２３
）

▽
徳
島

吉
本
八
恵（
６
・
２３
）

▽
三
島

足
立

馨（
６
・
２４
）

▽
中
津

小
倉
喜
八
郎（
６
・
２４
）

▽
山
梨

岩
崎
友
江（
６
・
２５
）

▼
事
務
局
長

▽
宇
治

兼
田
伸
博（
４
・
１
）

▽
宇
城

村
田
一
朗（
４
・
１
）

意見書・決議の議決状況（下） （２０．５．１～７．３１）

決 議

【建設・運輸・郵政・国土保全】 【 ３２】 【 ３】
○一級河川管理に関する権限の都道府県へ ７ ―
の移譲反対
○タクシー事業の規制緩和の見直し ５ ―
○その他 ２０ ３
【労働・商工】 【 ９７】 【 ６】
○最低賃金の引き上げ ３６ ―
○協同労働の協同組合法（仮称）の速やか １８ ―
な制定
○派遣労働者の処遇改善 ８ ―
○勤労貧困層の解消に向けた社会的セーフ ７ ―
ティーネットの再構築
○地域手当の県内格差支給の是正 ５ ―
○ＪＲ不採用問題の早期解決 ５ ―
○中小企業底上げ対策の強化 ４ ―
○独立行政法人雇用・能力開発機構の存続 ４ ―
○公共工事における建設労働者の適正な労 ３ ―
働条件の確保
○「ワーク・ライフ・バランス」の実現 １ ５
○その他 ６ １
【警察・防災・消防】 【 １７】 【 １】
○取り調べの可視化実現 １０ ―
○銃・刀犯罪の撲滅 ２ ―
○その他 ５ １
【外交・防衛・国際関係】 【 ３６】 【 ８】
○「非核日本宣言」として各国への通知 １１ ―
○障害者権利条約の早期批准 ４ ―
○Ｇ８北海道洞爺湖サミットにおける核兵 ３ ―
器廃絶問題の議題化
○その他 １８ ８
【社会・くらし】 【 １７２】 【 ２】
○日本映画への字幕付与 ４０ ―
○福祉・介護の人材確保 １８ ―
○介護労働者の待遇改善 １６ ―
○原爆症認定制度の改善 １４ ―
○障害者自立支援法の改正 １１ ―
○原油価格高騰対策の実施 ９ ―
○地上デジタル放送の受信対策の推進 ８ ―
○嫡出推定に関する民法改正と救済対象の ７ ―
拡大
○現行保育制度の堅持・拡充 ５ ―
○多摩地域の裁判所支部の本庁化及び裁判 ５ ―
所八王子支部の存置
○社会保障費抑制路線を撤回 ４ ―
○住民の暮らしや安全にかかわる公共サー ３ ―
ビスの拡充
○自主的な共済制度の保険業法の適用除外 ３ ―
○介護保険制度の改善 ３ ―
○年金記録問題の早期解決 ３ ―
○その他 ２３ ２
【合 計】 【 ３５４】 【 ２０】
【総合計】 【 １４０４】 【 ３０】

意見書件 名

議会

６６
月月
定定
例例
会会
のの

意意
見見
書書
・・
決決
議議
のの
状状
況況
（下）

「
日
本
映
画
へ
の
字
幕
付
与
」が
最
多

議

会

人

事
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